
厚生労働大臣が定める掲示事項 

(２０２５年 4 月 1 日現在) 

１ 当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行う保険

医療機関です。 

２ 入院基本料について 

当院は、『急性期一般入院料１』の届出を行っております。 

入院患者の平均在院日数は１６日以内、重症度、医療・看護

必要度Ⅱの基準①20％以上、かつ、基準②27％を満たす 患者

を入院させる病棟です。 

一般病棟では 1 日あたり１４５人以上の看護師と、１０人以

上の看護補助者を配置しています。なお、時間帯毎の配 置は

次の通りです。 

◆8:30～16:30 まで看護職員１人当たりの受持数は５人以内です 

◆16:30～0:30 まで看護職員１人当たりの受持数は１５人以内です 

◆0:30～8:30 まで看護職員１人当たりの受持数は１５人以内です 

３ 入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡

対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体的拘束最 小化につ

いて 当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同し

て、患者さんに関する診療計画を策定し、７日以内に文書 をお

渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対

策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支

援及び身体的拘束最小化の基準を満たしております。 

 



４ ＤＰＣ対象病院について 

当院は、入院医療費の算定にあたり包括評価と出来高評価を組

み合わせて計算をする『ＤＰＣ対象病院』となってお ります。 

当院の医療機関別係数は『１.５２２０』です。 

※基礎係数 1.0718＋機能評価係数Ⅰ 0.3625＋機能評価係数Ⅱ0.0623+

救急補正係数 0.0254 

 

５ 医療費に係る明細書の発行について 

当院では、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる 

明細書を無料で発行しています。 

また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方について 

も、明細書を無料で発行しています。 

明細書には、使用した薬剤や行われた検査の名称が記載されるもので

すので、その点ご理解いただき、ご家族の方が 代理で会計を行う場合

のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、

会計窓口にてその旨お申し出ください。 

６ 選定療養費の義務化に関する事項 

令和 4 年 10 月 1 日より健康保険法の改定により 200 床以上の地域医

療支援病院も、初診 7,000 円以上、再診 3,000 円以上 を徴収すること

が義務化されました。当院では下記の金額とさせていただきます。 

《医科》        《歯科》 

〇初診時 7,700 円(税込)  〇初診時 5,500 円(税込) 

〇再診時 3,300 円(税込)  〇再診時 2,090 円(税込) 

※初診時、紹介状を持たず直接来院した患者さんの場合 

※逆紹介の申し出を断って当院へ受診する場合、再診の都度徴収させていただきま

す。ただし、緊急その他やむを得ない事情により、他の保険医療機関からの紹介に

よらず来院した場合にあっては、この限りではありません。 



○長期収載品（後発医薬品のある先発医薬品）の選定療養費に関する事項 

長期収載品の選定療養費とは、患者様が安価な後発医薬品（ジェネリック医薬品）

があるにもかかわらず、長期収載品（後発医薬品のある先発医薬品）を選択した場合

に、一部の料金（選定療養費）を患者様が負担する仕組みです。 令和６年１０月１

日から導入され、院外処方（医療機関で処方箋を発行し、薬局で調剤される場合）と

院内処方の両方で適用されますが、入院患者様は、対象外となります。 なお、ご不

明な点がございましたら、厚労省から発行されているリーフレット等をご参照くだ

さい。 

７ 特別療養環境室(差額ベッド)に関する事項 
入院時にご希望により選択することができます。ご希望の際は担当者へ 

その旨お申し出ください。詳細については、入院受付でもご案内いたし 

ます。 

特別療養環境室(差額ベッド)代：１日あたり １,１００円～２０,１９０円 

８ 当院は敷地内禁煙となっております。 
なお、当院はニコチン依存症管理料の届出を行っており、禁
煙のための治療的サポートをする禁煙外来を行なっています
(完全予約制)。 

９ 医療安全対策について 

医療安全対策に関するご相談は、医療安全管理者が関係部

署と連携・協力してお受けしています。患者家族相談支援

センター窓口又は看護師長にお気軽にお申し出ください。 

１０ 感染防止対策について 
当院は、院内感染管理者のもと、感染防止対策のため、最

新のエビデンスに基づき、標準予防策・職業感染予防策・洗
浄・消毒・滅菌・抗菌薬適正使用等の業務指針や手順書を作



成し、定期的に院内を巡回し感染防止対策の実施状況を把握
しております。また、全職員を対象とした研修会(年２回以上)
等で周知を図るとともに、連携する医療機関からの相談にも
対応しております。 

１１ 当院は、医療従事者(医師・看護師含む)の負担軽減及び処

遇の改善をはかるため次のような取り組みを行なっ ておりま

すのでご協力ください。(一部抜粋) 

 医師事務作業補助者による外来診療補助及び診断書等の作成補助 

 勤務時間内での病状説明、手術・検査等の説明への協力を求める 

 土日、祝日、平日夜間は、当直医および診療科ｵﾝｺｰﾙ医師が、主治医

に代わり対応 

 紹介による外来受診と救急外来の適切な利用を促す(選定療養費の導

入・救急外来トリアージの実施、他医療機関 への紹介など) 

 他医療機関医師による救急外来担当医の支援 

 入院サポートセンターでの入院説明、手術・検査等の説明等の実施 

 夜勤にも対応した院内保育所の設置、連続当直を行なわない勤務体

制、当直翌日の業務内容への配慮、短時間 正規雇用医師の活用、多

様な働き方の提案等 

 看護業務負担軽減のための看護補助者の配置、他職種との業務・役割

分担 

１２ 患者家族相談支援体制について 

病院玄関付近に看護師や社会福祉士等による相談窓口を設置

し、療養上の様々な相談を 伺い、各専門部署と連携・協力し

ながら支援しております。 

１３ 当院は、関東信越厚生局長に次のとおり施設基準の届出を

行っております。 

１)入院時食事療養に係る届出 

当院は、入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養



士によって管理された食事を適時(夕食について午後 ６時以

降)に、適温で提供しております。また、医師の指示に基づ

き腎臓食、肝臓食、糖尿病食他の特別食や特別な 場合の検査

食を提供しております。病棟には食堂で食事ができるスペー

スを設けております。 ［入院時食事療養費の標準的な負担額］ 

① １食あたり５１０円 

② 指定難病や小児慢性特定疾病児童等の方 ３００円/食 

③ 市町村民税非課税等の世帯に属する方、２４０円/食 

なお、過去１年間の入院日数が９０日を超えている

方、１９０円/食 

④③のうち所得が一定の基準に満たない等の７０歳以上の 

方、１１０円/食 

・医療情報取得加算について 

当院はオンライン資格確認を行う体制を有しています。 
当該保険医療機関を受診した患者に対し受診歴、薬剤情報、特
定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療を行いま
す。 

・医療ＤＸ推進体制整備加算について 

医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認シス

テムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施しています。 

マイナ保険証を促進する等、医療 DX を通じ質の高い医療を提供できる

よう取り組んでいます。電子処方箋の発行及び電子カルテ情報共有サー

ビスなどの医療 DX にかかる取組を今後導入する予定です。 

 

・院内トリアージ実施料について 

当院では、救急で受診される患者さんに対し院内トリアージを行って

います。トリアージでは、患者さんの症状に従って、病気の緊急度を決



定し、診療の優先順位付けを行います。来院順に診療する体制と異なり、

緊急度の高い患者さんを優先的に診療することがあり、場合によっては、

後から来院した患者さんを先に診療することがあります。ご理解ご協力

をお願いいたします。 

 

・歯科外来診療感染対策加算について 

歯科外来診療における診療感染対策に十分な体制の準備、十分な機器

を有し、研修を受けた者が常勤し、院内感染防止に努めています。 

 

・歯科外来診療医療安全対策加算について 

歯科外来診療における医療安全対策に十分な体制の整備、十分な機器 

(ＡＥＤ、パルスオキシメーター、酸素、血圧計、救急蘇生セット)を有 

し、研修受けた歯科医師が常勤し、職員に医療安全対策に係る院内研修 

等の実施をしてい ます。緊急時に対応できるように各診療科と連携し 

て診療を行っています。 

 

・一般名処方加算について  

一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、

患者様に必要な医薬品が提供しやすいように当院では一般名（成分名）

により処方を行っています。 令和６年１０月 1 日より長期収載品（先

発医薬品）について医療上の必要性があると認められない場合に患者の

希望を踏まえ処方した場合は薬剤費の一部を選定療養費としてご負担

していただきます。 

 

・後発医薬品使用体制加算について 

現在、一部の医薬品の供給が不安定な状況が続いています。 そのため、

当院では、ジェネリック医薬品（後発医薬品）の使用促進を図るととも

に、医薬品の安定供給に向けた取り組みなどを実施しています。  医薬

品の供給不足が生じた場合、状況に応じて患者様へお渡しする医薬品が



変更となる可能性がございますが、当院では適切に対応できる体制を整

備しております。  なお、変更にあたって、ご不明な点やご心配なことな

どがありましたらご相談ください。 

 

・急性期充実体制加算について 

当院は 24 時間の救急医療を提供し、画像診断及び検査体制、薬剤師配

置による調剤体制を実施しています。 

外来縮小の取り組みとして医療機能分化を図り、かかりつけ医制度の

促進に取り組んでいます。 

 退院に係る状況について各病棟に入退院支援職員を配置しています。 

退院に向けて、施設入所、転院等の相談に対応しています。 

院内迅速対応システムを導入し、病院内の患者における病状の急変の早 

期発見、対応をおこなっています。 


